
 

 

 

 

納 め る 人（法第 146 条、147 条）  

県内に主たる定置場がある自動車（二輪の小型自動車・軽自動車・大型及び小型特殊自

動車を除いたもの）の所有者です。  

ただし、自動車の売買契約において売主がその所有権を留保している場合には、買主を

当該自動車の所有者とみなされ、買主に課されます。 

納 め る 額 

 
自動車の種別、用途、総排気量、最大積載量などに応じて税率が定められています。  

税率は次表のとおりです。 

 ただし、グリーン化適合車の場合は異なります。 

◇月割の納税（法第 177 条の 10）  

新規登録したとき  

4 月 1日以降に新規登録したときは、その翌月分以降が月割で課税されます。  

月割課税の場合の税額は、次のようにして計算します。  

年税額× 
課税月数（登録月の翌月から 3月までの月数） 

＝ 税額（100 円未満の徴収金額は切り捨てます。） 
        12 

抹消登録したとき  

4 月 1 日以降に抹消登録したときは、その月分まで課税され、その翌月分以降は、月割

で減額されます。  

所有権移転  

4 月 1 日以降に移転登録があった場合は、旧所有者が法律上その年度中の税を納める義

務を負い、新所有者は、翌年度から課税されます。したがって、月割課税はしません。

（旧所有者が非課税対象者であった場合等を除きます。） 

◇納める方法及び納期  

普通徴収   納税通知書に定める日（毎年の定期課税の場合は、通常 5月 31 日）  

証紙徴収   申告時（新規の登録の時に証紙で納めます。ただし、ＯＳＳによりオンラ

インで各種行政手続（検査登録、保管場所証明、自動車税の納付）を行う

場合は電子納付の方法によります。） 

◇注意しましょう  

自動車の廃車、他人への譲渡、自動車名義人の住所の変更等が生じた場合には、運輸支

局でその旨を登録するとともに、自動車税の申告書を提出しなければなりません。これ

らの手続きを怠ると、トラブルの原因になります（変更前の名義人にいつまでも課税さ

れたり、住変更前の住所に納税通知書が送られたりするなど）。 

自動車税（種別割） 
自動車という財産の所有に対して税を課するものです。 

 

（法第 177 条の 7、法附則第 12 条の 4第 1 項、 

条例第 88 条、条例附則第 43 項） 
 



◇ 税 率 表 

車   種   別 自家用 営業用  車種別 自家用 営業用 

乗 

用 

車 

総 排 気 量 

1.0㍑以下 

1.0㍑超 1.5㍑以下 

1.5㍑超 2.0㍑以下 

2.0㍑超 2.5㍑以下 

2.5㍑超 3.0㍑以下 

3.0㍑超 3.5㍑以下 

3.5㍑超 4.0㍑以下 

4.0㍑超 4.5㍑以下 

4.5㍑超 6.0㍑以下 

6.0㍑超 

25,000 (29,500) 

30,500 (34,500) 

36,000 (39,500) 

43,500 (45,000) 

50,000 (51,000) 

57,000 (58,000) 

65,500 (66,500) 

75,500 (76,500) 

87,000 (88,000) 

110,000(111,000) 

7,500 

8,500 

9,500 

13,800 

15,700 

17,900 

20,500 

23,600 

27,200 

40,700 

バ 

ス 

一
般
乗
合
用
・
学
校
用 

乗車定員 

30人以下 

30人超 40人以下 

40人超 50人以下 

50人超 60人以下 

60人超 70人以下 

70人超 80人以下 

80人超 

12,000 

14,500 

17,500 

20,000 

22,500 

25,500 

29,000 

12,000 

14,500 

17,500 

20,000 

22,500 

25,500 

29,000 

そ
の
他 

乗車定員 

30人以下 

30人超 40人以下 

40人超 50人以下 

50人超 60人以下 

60人超 70人以下 

70人超 80人以下 

80人超 

33,000 

41,000 

49,000 

57,000 

65,500 

74,000 

83,000 

26,500 

32,000 

38,000 

44,000 

50,500 

57,000 

64,000 

ロータリー 

エンジン 

0.491×２ 

0.830×１ 

0.573、0.654、0.655×2 

0.65×３ 

30,500 (34,500) 

30,500      

36,000 (39,500) 

50,000 (51,000) 

8,500 

8,500 

9,500 

15,700 

電 気 25,000 (29,500) 7,500 

貨 
 

物 
 

車 
 

ト
ラ
ッ
ク 

最大積載量 

１t以下 

１t超 ２t以下 

２t超 ３t以下 

３t超 ４t以下 

４t超 ５t以下 

５t超 ６t以下 

６t超 ７t以下 

７t超 ８t以下 

８t超 ９t以下 

９t超 10t以下 

10t超 11t以下 

11t超 12t以下 

12t超 13t以下 

13t超 14t以下 

14t超 15t以下 

15t超 16t以下 

8,000 

11,500 

16,000 

20,500 

25,500 

30,000 

35,000 

40,500 

46,800 

53,100 

59,400 

65,700 

72,000 

78,300 

84,600 

90,900 

6,500 

9,000 

12,000 

15,000 

18,500 

22,000 

25,500 

29,500 

34,200 

38,900 

43,600 

48,300 

53,000 

57,700 

62,400 

67,100 

三輪の小型自動車 6,000 4,500 

ト
ラ
ッ
ク
に
準
ず
る
特
種
用
途
車
で
最
大
積
載
量
が
１
ｔ
以
下 

又
は
最
大
積
載
量
の
定
め
が
な
い
も
の 

ト
ラ
ッ
ク 

車両重量 

５t以下 

５t超 ７t以下 

７t超 ９t以下 

９t超 11t以下 

11t超 

8,000 

11,500 

16,000 

20,500 

25,500 

6,500 

9,000 

12,000 

15,000 

18,500 

貨
客
兼
用
車 

車両重量 

５ｔ以下 

総排 

気量 

1.0㍑以下 

1.0㍑超 1.5㍑以下 

1.5㍑超 

13,200 

14,300 

16,000 

10,200 

11,200 

12,800 

電気 13,200 10,200 

5t超7t 

以下 

総排

気量 

1.5㍑超 19,500 15,300 

7t超9t 

以下 
1.5㍑超 24,000 18,300 

9t超11t 

以下 
1.5㍑超 28,500 21,300 

11t超 1.5㍑超 33,500 24,800 

16t超(１tまで毎の加算額） 6,300 4,700 

キ
ャ
ン
ピ
ン
グ
車 

総排気量 

1.0㍑以下 

1.0㍑超 1.5㍑以下 

1.5㍑超 2.0㍑以下 

2.0㍑超 2.5㍑以下 

2.5㍑超 3.0㍑以下 

3.0㍑超 3.5㍑以下 

3.5㍑超 4.0㍑以下 

4.0㍑超 4.5㍑以下 

4.5㍑超 6.0㍑以下 

6.0㍑超 

20,000 (23,600) 

24,400 (27,600) 

28,800 (31,600) 

34,800 (36,000) 

40,000 (40,800) 

45,600 (46,400) 

52,400 (53,200) 

60,400 (61,200) 

69,600 (70,400) 

88,000 (88,800) 

 

けん引車 
小型 10,200 7,500 

普通 20,600 15,100 

被
け
ん
引
車 

 小型 5,300 3,900 

最大積載量 

８t以下 

８t超 ９t以下 

９t超 10t以下 

10t超 11t以下 

11t超 12t以下 

12t超 13t以下 

13t超 14t以下 

14t超 15t以下 

15t超 16t以下 

10,200 

15,300 

20,400 

25,500 

30,600 

35,700 

40,800 

45,900 

51,000 

7,500 

11,300 

15,100 

18,900 

22,700 

26,500 

30,300 

34,100 

37,900 

  

（注１）自家用乗用車及びキャンピング車の（ ）内は、令和元年９月30日以前に 

初回新規登録を受けたものの税率 

（注２）特種用途車（トラックに準ずるもの（けん引車、被けん引車を除く。）で 

最大積載量が１t以下のもの又は最大積載量の定めがないものを除く。）の 

年税額は、主たる構造区分により得た額 

16t超(１tまで毎の加算額) 5,100 3,800 

貨
客
兼
用
車 

最大

積載

量１t

以下 

総排

気量 

1.0㍑以下 

1.0㍑超 1.5㍑以下 

1.5㍑超 

13,200 

14,300 

16,000 

10,200 

11,200 

12,800 

電気 13,200 10,200 

1t超

2t以

下 

総排

気量 

1.0㍑以下 

1.0㍑超 1.5㍑以下 

1.5㍑超 

16,700 

17,800 

19,500 

12,700 

13,700 

15,300 



納税確認の電子化 

あ運輸支局のシステムで自動車税の納税を確認できるた 

め、自動車の継続検査又は構造等変更検査を受ける場合 

において、納税証明書の提示は、不要です。 

ただし、納付後すぐに上記検査を受ける場合に、納税 

証明書の提示が必要となるときがあります。 

 

 

 

 

 

 

自動車税（種別割）のグリーン化  

環境対策の観点から、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい自動車は、そ

の排出ガス性能等に応じて自動車税の税率を軽減（軽課）し、初回新規登録から一定年数を

経過した環境負荷の大きい自動車は、税率を加重（重課）する特例措置（自動車税のグリー

ン化）を、平成１４年度から実施しています。 

 当該特例措置は、令和５年度税制改正において見直しが行われ、軽課については令和５年

度から令和７年度までに（営業車については、50％軽減対象車は令和６年度までに）初回新

規登録したものの翌年度の税額を軽減します。重課についても継続しています。 

  

 

令和 ６   ５   ３０ 

 

香川 ５００ あ ００００ 

ＡＡ００－００００００００ 

右の領収年月 
日が令和 年 
月 日を過ぎ 

ているものは、

無効です。 



１ 環境負荷の小さい自動車（税率が軽減される自動車（軽課）） 

以下の自動車は、初回新規登録の翌年度に限り税率が軽減されます。 

 

対 象 車：令和５年度～令和７年度に初回新規登録された自動車 

軽課年度：令和６年度～令和８年度（取得の翌年度のみ） 
 対   象   車 軽減割合 

・電気自動車 

・燃料電池自動車 

・プラグインハイブリッド自動車 

・天然ガス自動車（平成30年排ガス基準適合（3.5t以下の自動車）又は平成21年排ガ

ス基準からNOx10％以上低減） 

標準税率より 

概ね75％軽減 

 

 営業用乗用車については、下記の自動車も対象となります。 

対 象 車：（75%軽減車）令和５年度～令和７年度に初回新規登録された自動車 

          （50%軽減車）令和５年度～令和６年度に初回新規登録された自動車 

軽課年度：（75%軽減車）令和６年度～令和８年度（取得の翌年度のみ） 

     （50%軽減車）令和６年度～令和７年度（取得の翌年度のみ） 
 対   象   車 特例措置 

ガソリン車 

ＬＰＧ車 

※右の排出ガス基準

と燃費基準の両方

を満たすもの 

排出ガス基準 燃費基準 

標準税率より 

概ね75％軽減 平成 30 年排出ガ 

ス基準 50%低減 

又は 

平成 17 年排出ガ 

ス基準 75％低減 

令和 12 年度燃費基準 90％達成車 

令和２年度燃費基準達成車 

令和 12 年度燃費基準 70％達成車 

令和２年度燃費基準達成車 

標準税率より 

概ね50％軽減 

ディーゼル車 

※右の排出ガス基準

と燃費基準の両方

を満たすもの 

排出ガス基準 燃費基準 

標準税率より 

概ね75％軽減 平成 30 年排出ガ 

ス基準適合 

又は 

平成 21 年排出ガ 

ス基準適合 

令和 12 年度燃費基準 90％達成車 

令和２年度燃費基準達成車 

令和 12 年度燃費基準 70％達成車 

令和２年度燃費基準達成車 

標準税率より 

概ね50％軽減 

備考 各燃費基準の達成状況は、自動車検査証（車検証）の備考欄に記載されています。 

   「平成 32 年度燃費基準」は「令和２年度燃費基準」と同様の扱いになります。 

  



２ 環境負荷の大きい自動車（税率が加重される自動車（重課）） 

初回新規登録から一定年数（ガソリン車・ＬＰＧ車は１３年、ディーゼル車は１１年）

を経過した自動車は、税率が加重されます。 

   ただし、電気自動車、天然ガス自動車、ガソリンを燃料とするハイブリッド自動車、

メタノール自動車、一般乗合バス及び被けん引車は対象外です。 

区分 初回新規登録の時期 税率が加重される年度 特例措置 

ディーゼル車 

平成２５年３月３１日まで 令和６年度以降 
標準税率より 

概ね 15％加重

（注） 

平成２６年３月３１日まで 令和７年度以降 

平成２７年３月３１日まで 令和８年度以降 

ガソリン車 

ＬＰＧ車 

平成２３年３月３１日まで 令和６年度以降 
標準税率より 

概ね 15％加重

（注） 

平成２４年３月３１日まで 令和７年度以降 

平成２５年３月３１日まで 令和８年度以降 

（注）バス（一般乗合用を除く。）及びトラック（被けん引車を除く。）については、令和６年 

    度以降も、税率を「標準税率より概ね10％加重」に据え置きます 

 


